
登録できる情報

登録できる人

上記の所有者で所有権その他の権利により売買、賃貸等を行うことができる者
※相続や所有権以外の権利設定がある場合や共有名義の場合は権利関係者の承諾が
　ないと登録できません。

物件の媒介契約（選択）

町内に空家等を所有している方で「売りたい」又は「貸したい」方で宅地建物取引
業者の媒介を希望する方は、町と協定を結んでいる宅地建物取引業者から媒介を依
頼する業者を選び、媒介契約を締結してください。

物件の登録申請

町内に空家等を所有している方は、「空家バンク登録申請書」（様式第１号）、
「空家バンク登録票」（様式第２号）に必要事項を記入し必要な書類を添えて、町
に提出してください。また、媒介業者が申請者本人に代わり町に書類提出すること
もできます。

物件の登録

町は登録申請書の内容を確認後、現地調査を実施して適当と認めた場合に登録台帳
に登録して登録完了となります。
※現地調査については、原則として宅地建物取引業者が実施します。

空家等の情報提供

登録物件の概要や間取り図、写真等を町のホームページで公開します。
※登録者（所有者等）の住所、氏名等の個人情報は公開しません。
※北海道空き家情報バンクにも情報提供いたします。
※空家バンクでの物件情報の登録期間は、登録時より２年間（更新可）です。

物件の交渉

購入等を希望する方が現れましたら、宅地建物取引業者の媒介により交渉が開始さ
れます。
※物件の交渉については、町は一切関与しません。

契 約

留意事項
●空家等の売買契約や賃貸借契約のトラブルを避けるため、宅地建物取引業者に媒介して
いていただくこととしております。
　これにより宅地建物取引業法に定められた仲介手数料が発生しますので、あらかじめご
了承ください。　※仲介手数料は、売買等契約が成立した場合のみ生じます。
●媒介する宅地建物取引業者は、町と協定を締結している「空家バンク協力宅建業者」の
中から所有者等に事前に選んでいただきます。

■問合せ先
　〒056-8650 北海道日高郡新ひだか町静内御幸町３丁目２番５０号

新ひだか町役場　住民福祉部生活環境課環境・生活安全グループ
TEL 0146-49-0289（直） FAX 0146-43-3900

　　　　　空家等を売りたい・貸したい方
　　　　　　（空家等の所有者等）

町内の空家等（建築物、これらに附属する工作物で登記済のもの）

契約が成立しましたら、その結果を町に報告してください。



　媒介手数料（宅地建物取引業法第46条）

　宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者が受け取ることのできる媒介手数料には上限額があります。
　媒介手数料は売買契約が成立して初めて発生します。

　※媒介報酬額（手数料額）：宅建業者が課税業者の場合、消費税が加算されます。

　　　　　　　　　　　　　　免税業者の場合は、消費税の4％が加算されます。

　※特例として、400万円以下の空家等の売買や交換の媒介において通常の媒介と比較して現地調査等の
　費用を要するものについては、売主又は交換を行う依頼者からの合意を前提に受け取れる報酬額の上限
　が18万円（+税）となります。

400万円を超える取引 取引額の3.3%以内 500万円の場合 231,000円

200万円以下の取引 取引額の5.5%以内 100万円の場合 55,000円

200万円を超え400万円以下の取引 取引額の4.4%以内 300万円の場合 154,000円

取　引　額 媒介報酬額の上限（税込） 備　　　考


